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開発許可に関するＱ＆Ａ新旧対照表

開発許可に関するＱ＆Ａの一部を次のように改正する。

改正後 改正前

Ⅱ 「用途の変更」について Ⅱ 「用途の変更」について

法や条例、細則、「開発許可制度の手引」等を読むと、「建築物の新

築、増築、改築」と並んで「建築物の用途の変更」とか「用途の変更を

伴わない増改築」などの言葉を目にします。この「用途の変更」とは何

を指すのか、どういう内容なのかについて説明します。

法や条例、細則、「開発許可制度の手引」等を読むと、「建築物の新

築、増築、改築」と並んで「建築物の用途の変更」とか「用途の変更を

伴わない増改築」などの言葉を目にします。この「用途の変更」とは何

を指すのか、どういう内容なのかについて説明します。

（略） （略）

３.例えば、こんなケースも ３.例えば、こんなケースも

法第34条第1号に該当するとの理由で許可を受けて、Ｃさんが建築した

酒屋について、相続人のＤさんがコンビニエンスストアに営業変更する

ようなケースは、「店舗」という建築物の使用の仕方には変わりはな

く、また、相続人が建築物の所有権を取得したわけですから、一見、

「用途の変更」に該当しないように思えます。

しかし、この場合は総務省「日本産業分類」の「中分類」を超えた業

種変更となり、「用途の変更」の許可が必要です。（業種が変わる場合

は、総務省「日本産業分類」の「中分類」を超えるものは「用途の変

更」に該当します。）

法第34条第1号に該当するとの理由で許可を受けて、Ｃさんが建築した

酒屋について、相続人のＤさんがコンビニエンスストアに営業変更する

ようなケースは、「店舗」という建築物の使用の仕方には変わりはな

く、また、相続人が建築物の所有権を取得したわけですから、一見、

「用途の変更」に該当しないように思えます。

しかし、この場合は、酒屋（＝総務省「日本産業分類」の「酒小売

業」）をコンビニエンスストア（＝総務省「日本産業分類」の「その他

の飲食料品小売業」）に業種変更したことをもって「用途の変更」とな

ります。

なお、店舗等の業種が変わる場合は、総務省「日本産業分類」の「中

分類」を超えるものは「用途の変更」に該当します。

ⅩⅢ 農業者住宅の建築について ⅩⅢ 農業者住宅の建築について

１.取り扱い基準の一部変更について １.取り扱い基準の一部変更について

平成19年11月30日に高知県都市計画法施行条例が改正されたのに合わ

せて、農業者住宅の建築の取り扱い基準の一部について、下記のとおり

改めています。

平成19年11月30日に高知県都市計画法施行条例が改正されたのに合わ

せて、農業者住宅の建築の取り扱い基準の一部について、下記のとおり

改めています。

（1）「年間農業収入15万円以上」の把握方法について （1）「年間農業収入15万円以上」の把握方法について
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改正後 改正前

（略）

しかし、これでは確認方法が統一されているとは言えず不公平な取り

扱いが生じるおそれがあること、また、農業収入が実態としてあるのか

疑わしいケースもまま見られたため、他県等の取り扱いも踏まえて、現

在は、建築主本人の所得税確定申告書の写し（申告期限内に提出されて

いることがわかるもの）、若しくは市町が発行した直近の所得証明書で

年間15万円以上の農業収入（売上げ）が確認できる者についてだけ「要

件あり」として取り扱っています。

（略）

しかし、これでは確認方法が統一されているとは言えず不公平な取り

扱いが生じるおそれがあること、また、農業収入が実態としてあるのか

疑わしいケースもまま見られたため、他県等の取り扱いも踏まえて、現

在は、建築主本人の所得税確定申告書の写し（税務署の受領印押印済み

であって、直近のもの）、若しくは市町が発行した直近の所得証明書で

年間15万円以上の農業収入が確認できる者についてだけ「要件あり」と

して取り扱っています。

(２)（略） (２)（略）

２．（略） ２．（略）

ⅩⅣ 市街化調整区域における既存住宅を住宅宿泊事業の用に供する場合

の取り扱いについて

（新設）

市街化調整区域は建築物の使用者に着目し、農家住宅等については都市

計画法の許可不要、分家住宅等については立地基準に該当しているかど

うかを判断しています。これらは、実務上、使用者が限定される「属人

性」を有する建築物として取り扱っています。

・家主居住の場合：属人性が維持され、主たる用途に変更がないため許可

不要

・家主不在の場合：属人性が維持されず、主たる用途が変更となるため

不可

と取り扱います。

家主居住 家主不在

農家住宅、分家住

宅等

許可不要

※属人性が維持され、主

たる用途に変更なし

不可

一般住宅

（上記以外の属人

許可不要

※主たる用途に変更なし
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改正後 改正前

※家主居住、不在の判断等、都市計画法以外の法律については該当部署にお

問い合わせください。

性がない住宅）


